
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  一括取得した土地建物を譲渡した場合            

Ｑ：昔に一括取得した土地建物を譲渡しま

した。この場合の取得価額は、どのように計

算すればいいのですか？                                  

                                              

Ａ：次のように計算します。 

【解説】 

一括取得した土地建物を譲渡した場合の取

得価額は、次のいずれかの方法により計算し

ます。 

 ①取得時の契約書において、土地と建物の価

額が区分されているときは、その価額によ

ります。 

 ②契約上、建物の価額が明らかでない場合で

あっても、建物に課された消費税が明らか

なときは、その消費税の額を基にして建物

の取得価額を算定します。 

     建物に課された消費税額×１＋(a) 

             消費税の税率(a)※ 

    ※H9.4～H26.3･･･5% 

     H26.4以降 ･･･8% 

 ③契約上、土地と建物の価額が区分されてい

ないときは、購入価額の総額を購入時のそ

れぞれの時価で合理的に按分して計算しま

す。この場合、建物の標準的な建築価額に

床面積を乗じて建物の取得費を計算(中古

の建物の場合は、建築時から取得時までの

経過年数に応じた償却費相当額を控除しま

す)することが認められます。 

  建物の標準的な建築価額は、国税庁のホー

ムページで公表されています。 
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